
議案第３２号 

 

栗山町高齢者介護福祉金支給条例の一部を改正する条例 

 

栗山町高齢者介護福祉金支給条例（平成１３年条例第１５号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２号中「及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する養護老人ホ

ーム」を「、特定施設及び地域密着型介護老人福祉施設」に改め、「入所していない者」の

次に「又は認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護を受けてい

ない者」を加え、同条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「扶養親族（控除対象配偶

者を除く。）」を「他の者の扶養親族」に改め、同号を同条第７号とし、同条中第５号を第

６号とし、第４号を第５号とし、同条第３号中「６５万円」を「８０万円」に改め、同号

を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する養護老人ホームに入所してい

ない者 

第４条中「３,０００円」を「２,５００円」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 


